
Ⅴ．市街地排水浄化対策事業

１．都市下水路の経緯

集水面積 総延長 認可期間 総延長 完了・継続

(ha) （ｍ） （年度） （ｍ） （移行）の別

大 津 市 堅 田 S.43.03.30 69.3 1,034 S.42～S.44 1,034 H10年度に移行

草 津 市 前 川 S.49.02.15 30 1,300 S.49～S.54 798 H11年度に移行

守 山 市 第 １ 号 S.46.12.25 112.8 2,000 S.47～S.51 1,735 H10年度に移行

近 江 八 幡 市 中 央 S.46.06.10 71 1,560 S.47～S.48 1,560 S47年度に移行

中 央 S.40.05.29 192 3,302 S.46～S.52 3,302 S63年度に移行

南 S.40.05.29 171 2,120 S.40～S.46 2,120 S63年度に移行

東 幹 線 S.47.07.04 33 1,050 S.47～S.51 1,050 H 3年度に移行

西 幹 線 S.55.02.12 162 3,396 S.54～H.元 2,685 H 3年度に移行

下 山 S.59.06.30 46 1,080 S.60～H.02 740 H 3年度に移行

貴 生 川 H.02.11.22 24.1 1,027 H.02～H.05 269 H 3年度に移行

伴 中 山 H.07.08.10 91 - H.07～H.08 210 H 9年度に移行

泉 H.07.08.10 25 - H.07～H.08 1,310 H 9年度に移行

大 原 市 場 S.45.05.01 45 490 S.45 490 H 6年度に移行

長 野 S.52.05.06 34 560 S.52～S.55 560 完了

東 近 江 市 北 部 S.50.03.14 67 2,580 S.50～S.61 2,580 完了

村 井 S.48.01.08 34 660 S.47～S.50 660 完了

上 野 田 S.53.10.25 85 670 S.53～S.56 670 完了

日 野 中 部 S.58.06.10 52 1,200 S.58～S.62 1,124 S59年度に移行

広 野 S.36.02.14 37.2 490 S.35～S.36 490 完了

猿 ヶ 瀬 S.36.02.14 462.4 3,240 S.35～S.42 3,240 S56年度に移行

京 町 S.46.06.08 56.8 680 S.46～S.53 680 S56年度に移行

愛 宕 S.55.10.09 102 1,370 S.55～S.56 284 S56年度に移行

地 福 寺 S.54.08.02 39 2,130 S.54～S.61 1,486 H11年度に移行

相 撲 川 S.57.11.17 82 860 S.57～S.62 770 H11年度に移行

下 多 良 S.53.10.23 33 730 S.53～S.55 730 H 2年度に移行

柏 原 西 部 S.53.07.18 40 330 S.53～S.54 330 H 2年度に移行

柏 原 東 部 S.63.07.19 61 830 S.63～H.02 830 H 2年度に移行

多 賀 町 四 手 H.04.04.15 65 2,922 H.04～H.07 2,922 H 8年度に移行

注1：都市下水路とは、公共下水道に先立って雨水対策をする必要があるときに整備されるもの。
注2：公共下水道の雨水幹線と機能的にはまったく同じで、公共下水道の認可区域が拡大し含まれれば
　　 公共下水道の雨水幹線に移行する。
注3：都市計画決定年月日は、当初告示日。集水面積・総延長は最終。

 都　　市
下水路名 決定年月日

平成31年3月31日現在

Ⅳ．都　市　下　水　路

計　画　決　定 都市計画法事業認可

市 町 名

　滋賀県の都市下水路は、昭和４２年度に大津市が堅田で都市計画法事業認可を受けて以来、事業を進めてき
ましたが、平成11年度の草津市、長浜市を最後に、全ての市町が公共下水道に移行されています。

米 原 市

甲 賀 市

栗 東 市

彦 根 市

日 野 町

長 浜 市

①　事業の歩み
　下水道の整備や排水規制等の発生源対策を中心とした水質保全の取り組みだけではなく、土地系の
水質保全対策として市街地排水浄化対策事業を実施しています。平成9年10月に策定された琵琶湖水質
保全対策行動計画の中で、赤野井湾地域約220ha、中間水路地域110haの市街地排水浄化対策事業を実
施することとされ、山寺川流域で事業が具体化されました。
②　山寺川流域（草津地区）市街地排水浄化対策事業
　平成10年度より、草津市において県内で初めての市街地排水対策事業に着手し、平成15年9月1日に
供用開始しました。その概要は以下のとおりです。

主体 名称 事業認可 集水面積 施設の概要

滋賀県・草津市 市街地排水浄化対策事業
（草津・山寺川流域） H12.3.24 80ha 導水渠、沈砂池、貯留兼沈殿池、

接触酸化槽、植生浄化など

　施設の完成にあたり、地域住民の方に愛着をもってもらうため、愛称を募集し、「伯母川ビオ・パーク」
と名づけられました。
　浄化施設に植えられている植物の管理と栽培は、地域のボランティア（伯母川ビオ・パーク運営協
議会）のみなさんの力で育てていただいています。
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Ⅴ．市街地排水浄化対策事業

事業認可 施設の概要

　浄化施設に植えられている植物の管理と栽培は、地域のボランティア（伯母川ビオ・パーク運営協議会）

のみなさんの力で育てていただいています。

　施設の完成にあたり、地域住民の方に愛着をもってもらうため、愛称を募集し、「伯母川ビオ・パーク」

と名づけられました。

　下水道の整備や排水規制等の発生源対策を中心とした水質保全の取り組みだけではなく、土地系の水質保

全対策として市街地排水浄化対策事業を実施しています。平成9年10月に策定された琵琶湖水質保全対策行動

計画の中で、赤野井湾地域約220ha、中間水路地域110haの市街地排水浄化対策事業を実施することとされ、

山寺川流域で事業が具体化されました。

　平成10年度より、草津市において県内で初めての市街地排水対策事業に着手し、平成15年9月1日に供用開
始しました。その概要は以下のとおりです。
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